
第３分科会  １ 

標題     国における組合経営改善の取り組み 

氏名（所属） 江村 元行 （国土交通省 都市局 市街地整備課） 

１．はじめに 

 土地区画整理事業においては、組合施行が約４割と大きな割合を占めている。組合施行は、財源のうち保留地

の占める割合が高いことから、組合の経営は、宅地需要や地価の動向を強く受ける傾向がある。そのため、近年

の宅地需要の低迷や地価の下落傾向等に伴う収入不足により経営が困難な状態となっている組合が見受けられ

る。 

 国土交通省としては、組合経営の健全化に向けて、定期的な調査により組合経営の実態を把握するとともに、

組合経営の健全化のために効果的な方策について技術的助言及び実際の取組事例を示してきたところである。こ

こでは、これらの取組みについて包括的に紹介する。 

 

２．組合経営状況の実態調査 

（１）調査概要 

 土地区画整理組合の経営状況について、平成１６、１８～２３年度において、次のとおり、実態調査を実施し

てきている。 

 ・調査対象・・・国庫補助及び都市計画決定の有無を問わず事業中の組合全て 

 ・調査方法・・・都道府県・政令市を通じ組合に対してアンケートを配布して回収 

 ・調査項目・・・経営状況の推移、資金計画の収入不足の要因、組合の対応策、今後のスケジュール 等 

（２）調査結果 

 直近5カ年の調査結果は次のとおりである。 

 平成19年調査 平成20年調査 平成21年調査 平成22年調査 平成23年調査 

調査組合数 674組合 634組合 590組合 564組合 504組合 

収入不足が見込

まれる組合 

75組合 

(11.1%) 

63組合 

(9.9%) 

47組合 

(8.0%) 

42組合 

(7.4%) 

39組合 

(7.7%) 

不足見込額の計 約696億円 約516億円 約349億円 約294億円 約399億円 

 

（３）収入不足が見込まれる組合の推移 

 収入不足が見込まれる組合数は年々減少している傾向ではあるが、収入不足を解消する組合が存在する一方、

新たに収入不足が確認された組合も存在している。その推移について、以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）収入不足解消地区における経営改善要因 

 平成２３年調査において収入不足を解消した組合は１４組合存在したが、その経営改善要因を調査したとこ

ろ、１３組合において、保留地処分金の増額や市町村単独費投入などにより収入を増額させている。以下に、経

営改善要因及び各組合数を示す。 
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 ＜収入増の要因（複数回答）＞ 

 ・保留地処分金の増額（６地区）、賦課金徴収等による増額（６地区）、市町村単独費の増額（５地区）、交付

金等の増額（２地区） 

 ＜支出減の要因（複数回答）＞ 

 ・施設整備費、移転補償費等の減額（２地区）、借入金利息の減額（３地区） 

 

３．組合経営の健全化に向けた技術的助言の概要 

 国交省として、組合経営健全化について具体的な方策を示すとともに、その運用にあたり留意すべき事項を整

理して、技術的助言として平成１８年６月２１日付で

地方公共団体に周知した。 

 技術的助言の中では、①支出の削減に係る方策、 

②保留地処分方策の見直し、③組合による収入確 

保方策、④関係機関との協議支援にかかる方策、 

⑤国等の支援措置の活用、といった方策を示して 

いる。右に、技術的助言の構成を示す。 

 

４．技術的助言における経営改善のポイント及び具

体の事例 

（１）組合改善事例の実態調査 

 上記の技術的助言における経営改善のポイントと具体の事例を整理するために、まずは、経営が改善若しくは

悪化している組合について、平成１９年１月に、以下の通り実態調査を実施した。 

  ① 経営状況が改善した組合 

   調査対象組合：平成１６年調査もしくは平成１８年調査において収入不足見込みを解消した組合（調査時 

          点で解散済み、もしくは再度収支不足見込みの組合を除く） 有効回答１００組合 

   主要調査事項：経営改善における論点及び合意に至った要因、各種対策での特記すべき工夫及び金額・面 

          積等の算出根拠 

  ② 長期にわたり経営状況が悪化している組合 

   調査対象組合：平成１６年調査、平成１８年調査それぞれにおいて、収入不足見込みである組合 

          （経営状況が改善していない組合）  有効回答：５３組合 

   主要調査事項：長期化している要因及び今後の課題（組合に対して）、行政の関わり及び追加支援・自助 

          努力の考え（自治体に対して） 

 

（２）経営改善のポイントと具体の事例 

 ① 支出の削減に係る方策 

  ・支出の削減に係る方策は、経営改善した組合の実に９割弱で実施している。 

  ・６割を超える組合で実施されている工事費削減上の工夫を筆頭に、公共施設の規模等の見直し、造成計画

の見直しといった対策に 

よる支出の削減が多く見 

られている一方で、 

地区除外や都市計画道路 

の一部除外などといった 

根本的な対策を行い支出 

の削減に踏み切っている 

組合も見受けられる。 
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 ② 保留地処分方策の見直し 

  ・保留地処分方策の見直しは、改善組合の８割強で実施している（実施していない組合の大半は保留地の処 

   分率が高い組合である）。 

  ・５割を超える組合で実施されている販売方法の工夫を始め、保留地設定方法の工夫などで幅広い対策が行 

   われている一方、事業完了間近の組合においては理事役員による保留地買い取りなどもみられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ 組合による収入の確保 

  ・組合による収入確保 

方策としては再減歩 

と賦課金が挙げられ、 

改善組合の４割強 

（再減歩３割弱、賦 

課金１割強）で実施 

している。 

  ・経営が悪化している 

組合が考える一番の 

課題としては、組合員 

の同意取得が挙げられ 

る。 

 

 

 ④－１ 関係者の支援（地方公共団体） 

  ・経営改善がなされた組合への市町村の対応は、経営改善が行われない組合への対応と比較して、より踏み 

   込んだ対応が多く見られる。   

・認可権者である都道府県としての関わり方としては、ヒアリング、情報提供、相談、指導などが一般的で

あるが、更なる関わり方を 

し、経営改善に結びついた 

事例もある。 

  ・市町村による何らかの追加 

の助成は、改善組合の５割 

で実施されている。うち半 

数が既存の要綱等を超えた 

助成であるが、その場合は、 

ほぼ全ての場合において 

組合側の自助努力が必須で 

あった。 
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 ④―２ 関係者の支援（債権者） 

  ・債権放棄の合意については、改善組合の１割弱で実施されている。 

  ・これらの組合の全てが、賦課金ないし再減歩といった自助努力を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑤ 国等の支援の活用 

  ・組合等が事業の施行等に必要な資金について、国と地方公共団体が協力して、事業の立ち上げ資金として、 

   または保留地処分金収入までのつなぎ資金として無利子貸付 を実施している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．おわりに 

 組合の経営改善については、事業の進捗状況により適切な対策を行う必要があるとともに、事業が進捗するほ

どその取り得る対策は限定されてくる。従って、国交省においては、引き続き、組合経営の実態調査を実施する

とともに、経営改善に向けた具体の取組事例の紹介等を通じて、組合経営の健全化を支援していきたい。 

 

 

 

 


